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湯沢町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

 湯沢町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以

下「法」という。）第 15条に基づき、湯沢町長、湯沢町議会議長、湯沢町教育委員会、湯

沢町選挙管理委員会、湯沢町代表監査委員、湯沢町農業委員会が策定する特定事業主行動

計画です。 

 

 

Ⅰ．計画期間  

  本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間としま

す。 

 

Ⅱ．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則」(平成

28年 4月 1日規則第 1号)に基づき、下記の特定事業主は連名で、各対象職員の行動計画を

策定し、推進体制の整備を行います。 

特定事業主 対象職員 

湯沢町長 湯沢町長が任命する職員 

湯沢町議会議長 湯沢町議会議長が任命する職員 

湯沢町教育委員会 湯沢町教育委員会が任命する職員 

湯沢町選挙管理委員会 湯沢町選挙管理委員会が任命する職員 

湯沢町代表監査委員 湯沢町代表監査委員が任命する職員 

湯沢町農業委員会 湯沢町農業委員会が任命する職員 

 

 

Ⅲ．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

  法第 15条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号。以下「内閣府令」

という。）第２条に基づき、２．の特定事業主の対象職員について、それぞれの女性職員

の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情の分析を行いました。 

事情分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定します。 

※以下、平成２６年度の実績を分析し、目標を設定しています。  
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 【参考】平成２６年度末(平成２７年３月３１日現在)の対象職員数 

性別 女性 男性 計 

人数 ５９人 ７５人 １３４人 

割合 ４４．０％ ５６．０％ １００％ 

 

 

① 採用した職員に占める女性職員の割合 

 

性別 女性 男性 計 

人数 ５人 ２人 ７人 

割合 ７１．４％ ２８．６％ １００％ 

 

 

 

② 平均した継続勤務年数の男女の差異 

 

性別 女性 男性 平均 

平均継続 

勤務年数 
１８年５か月 １８年４カ月 １８年４か月 

男女の差異 ０年１か月  

 

  

☆目標１☆ 

○採用者における女性職員の割合は、計画期間内の平均において、概ね５０％を目

標とします。 

 

☆目標２☆ 

○平均継続勤務年数の男女の差異を３年以下とします(平成２６年度は達成)。 
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③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

 

年月 
超過勤務 

時間数 

一人当たりの 

時間数 

平成２６年４月 ６９８ ６．６ 

５月 ６８６  ６．５ 

６月 ８６５  ８．２  

７月 ９５４  ９．１ 

８月 ７２５ ６．９ 

９月 ９０３ ８．６ 

１０月 ５８８ ５．６ 

１１月 ８４０ ８．０ 

１２月 ６１２ ５．８ 

平成２７年１月 ７２２ ６．９ 

２月 ６９４ ６．６ 

３月 ７７９ ７．４ 

月平均 ７５６ ７．２ 

年度計 ９，０６６ ８６．３ 

 

④ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 

性別 女性 男性 計 

人数・割合 ４人 ２５人 ２９人 

割合 １３．８％ ８６．２％ １００％ 

☆目標３☆ 

○平成３３年度までに、一人当たりの超過勤務時間数を、平成２６年度の実績から２割

縮減します。 

 ・月平均時間数： 平成２６年度  ７．２時間 → 平成３３年度  ５．８時間 

 ・年度計時間数： 平成２６年度 ８６．３時間 → 平成３３年度 ６９．０時間 

 

☆目標４☆ 

○平成３３年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、平成２６年度

の実績(１３．８％)より１０％以上引き上げ、２５％以上とします。 
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⑤ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 

給料表 相当職名 職名 

女性 

(人) 

男性 

(人) 

計 

(人) 

女性の 

割合 

行政職(一) 

課長級 

課長 ０ ７ ７ ０％ 

事務局長 ０ １ １ ０％ 

会計管理者 ０ １ １ ０％ 

管理指導主事 ０ １ １ ０％ 

室長 ０ １ １ ０％ 

班長級 班長 ４ １４ １８ ２２．２％ 

主査級 

主査 ４ １０ １４ ２８．６％ 

園長 ４ ０ ４ １００％ 

副園長 ３ ０ ３ １００％ 

主任級 
主任 ７ １９ ２６ ２６．９％ 

主任保育士 ８ １ ９ ８８．９％ 

主事級 
主事 ７ １５ ２２ ３１．８％ 

保育士 ８ １ ９ ８８．９％ 

行政職(二) 技能労務職 技能労務職 ５ ４ ９ ５５．６％ 

医療職(二) 

主査級 主任保健師 ５ ０ ５ １００％ 

主事級 
保健師 ３ ０ ３ １００％ 

看護師 １ ０ １ １００％ 

計 ５９ ７５ １３４   

 

  

☆目標５☆ 

○平成３３年度までに、課長級(平成２７年度より部長級)の女性職員を登用します。 

○平成３３年度までに、女性の割合が３０％に満たない役職について、３０％まで

引き上げます。 

 



 

5 

 

⑥ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

 

性別 女性 男性 計 

人数・割合 ０人・０％ ０人・０％ ０人 

※平成２６年度中に出産した女性職員：０人 

※前年度より継続して育児休業を取得している女性職員：１人 

※配偶者が出産をした男性職員：２人 

 

 

 

⑦ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

 

性別 男性 計 

人数・割合 ０人・０％ ０人 

 

  

☆目標６☆ 

○出産した女性職員の、育児休業取得率を１００％とします(過年度に達成済)。 

○平成３３年度までに、配偶者が出産をした男性職員の、育児休業取得率を２０％

とします。 

 

☆目標７☆ 

○平成３３年度までに、制度利用が可能な男性職員の、配偶者出産休暇、育児参加

のための休暇の取得割合を１００％とします。 
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Ⅳ．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 

 Ⅲ．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施します。 

 

① 平成２８年度より、仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介などにより、女性が活躍

できる職場であることをパンフレット、ホームページ等で広報します。 

 

② 平成２８年度より、出産・子育てなど個々の女性職員の事情に応じて、個別に育成方

針を立てるなど、柔軟な人事プランを作成します。 

 

③ 平成２８年度より、女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストに、こ

れまで以上に積極的に配置します。 

 

④ 平成２８年度より、出産を控えている全ての男女に対し、管理職員（又は人事担当部

局）による面談を行い、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加の

ための休暇等）の活用促進に関する助言を行います。 

 

⑤ 平成２８年度より、各種両立支援制度に関する情報をハンドブック等にまとめ、職員

に周知するとともに、電子掲示板で常時閲覧できる状態にします。 

 

 


